
府中市告示第２２号 

 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５１条の２０の規定による指定特定相談支援事業者及び児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２８の規定による指定障害

児相談支援事業者として次のとおり指定したので、府中市指定特定相談支援事

業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則第６条に基づき告示

する。 

 
令和８年３月１日 

 
 

府中市長 高 野 律 雄    

 
 

１ 事業所番号 
 (1) 特定相談支援事業  １３３２９０１５６８ 
 (2) 障害児相談支援事業  １３７３８００４５５ 

 
２ 指定事業所の名称及び所在地 
 (1) 名 称  SPOTTER 
 (2) 住 所  東京都府中市小柳町二丁目２８番１９号 

 フレグランス館１０１ 

 
３ 申請者 
 (1) 名 称  合同会社 SPOTTER 
 (2) 住 所  東京都府中市小柳町二丁目２８番１９号 

 フレグランス館１０１ 
 (3) 代表者  小林 由量 

  
４ 指定 年月 日  令和８年３月１日 

 
５ サービス種類  特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 

 
６ 主たる対象者  特になし 

 


